
第１章  ブログメールサービス 

第１節  総則 

第１条 （約款の適用） 

 株式会社昭和企画（以下「会社」という）は、インターネット利用によるブログメールサービス契約約

款（以下「本約款」という）に基づき、利用者（以下「契約者」という）にブログメールサービス（以下

「本サービス」という）を提供します。 
第２条 （用語の定義） 

 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 
  （1）ブログメールサービス 
  インターネット利用（パソコン、携帯電話等）によるブログとそのメール配信サービス 
  （2）ユーザーＩＤ、パスワード 
   ユーザーＩＤとパスワードと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号 
第３条 （通知） 

 会社から契約者への通知は、書面、電子メールまたは会社のホームページに掲載するなど、会社が適当

と判断する方法により行い、通知はその内容がホームページに入力された日に行われたものとします。 
第４条 （個別規定） 

 本サービスの内容および料金については別途個別規定とし優先します。 
第５条 （本約款及び個別規定の変更） 

 会社は、本約款及び個別規定を随時変更することがあり、本約款及び個別規定を適用するものとします。 
2.前項の変更を行う場合は、2 週間の予告期間をおいて、変更後の本約款及び個別規定の内容を契約者に

通知するものとします。 
第６条 （合意管轄と準拠法） 

 契約者と会社の間で訴訟の必要が生じた場合には、会社の本店所在地を管轄する裁判所を合意上の専属

管轄裁判所とします。準拠法は、日本法とします。 
第７条 （協議） 

 本約款及び個別規定に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持

って協議することとします。 
第２節  本サービス契約の締結等 

第８条 （利用契約の単位） 

 利用契約は、個別規定で定める本サービスにて締結されるものとします。 
第９条 （契約期間） 

 利用契約には契約期間があり、契約時に特別に定めた場合を除き 1 年間とし、個別規定に定める各サー

ビスの最低契約期間が終了するまでは契約者から解約できないものとします。 
第 10 条 （契約期間の更新及び終了） 

 利用契約を締結した翌年以降は、契約者が必要事項を記入した会社所定の退会届を提出した場合を除き、

1 年間ごとに契約期間が自動的に更新されるものとします。 
2.利用契約終了に関わる手続きは、第 18 条（契約者からの解約）として取り扱います。 
第 11 条 （サービス提供者契約） 

 本サービスを用いて再販売サービス業行う場合は利用契約の他に別途定める契約が必要です。 
第 12 条 （利用の申込み） 

 本サービスの利用申込みをする方は、会社指定の申込書（以下「申込書」といいます）に次の事項を記

入し会社に提出していただきます。 
  （1）利用申込者の氏名（本人氏名、商号または団体名称）及び住所（居住地または所在地）、法人また

は団体にあってはその代表者の氏名 
  （2）住所の電話番号または申込者名義の携帯電話番号、メールアドレス 
  （3）利用申込みを希望する本サービスの種類 
  （4）利用料金の支払方法 
  （5）その他本サービスの提供を受けるために必要な事項 
2.オンラインサインアップによる申込みは、申込書を利用した利用申込みとして取り扱います。 
第 13 条 （承諾） 

 利用契約は、前条（利用の申込み）に定めるいずれかの方法による申込みに対し、会社所定の方法によ

り会社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、会社は、

申込者による本サービスの利用の申込みを承諾しないことがあります。 
  （1）本サービスの利用の申込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合 
  （2）本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは申込者が指定する預金口座の利用



が認められない場合、もしくは会社が認める場合を除き、申込みの名義人と指定されたクレジットカード

または預金口座の名義人とが異なる場合 
  （3）その他前各号に順ずる場合で、会社が契約締結を適当でないと判断した場合 
第 14 条 （契約者の地位の承継） 

 法人の合併により契約者の地位を承継する場合は、承継をした日から 30 日以内に会社所定の書類を会

社に提出するものとします。 
2.会社は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、

前項（契約者の地位の承継）と同様であるとみなして前項の規定を準用します。 
  （1）個人から法人へ、人の業務の分割・譲渡 
  （5）その他前号に類する変更 
第 15 条 （契約者の名称等の変更） 

 契約者は、その氏名もしくは法人名、または住所もしくは所在地を変更したときは、変更があった日か

ら 2 週間以内に会社所定の変更届を会社に提出するものとします。 
第 16 条 （利用契約事項の変更） 
 契約者が本サービスの利用契約事項を変更しようとするときは、会社所定の手続きにより会社に変更を

申し出るものとし、会社所定の方法による承諾の通知を会社が発信したときに、変更の効力が生じるもの

とします。ただし、第 14 条（承諾）各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあり

ます。 
2.利用契約事項の変更に際し、個別規定に定められた手数料の支払いを要します。 
第 17 条 （契約者からの解約） 

 契約者は、契約期間終了時に利用契約を解約しようとするときは、契約期間終了予定日の 1 カ月前まで

に、会社所定の退会届を会社に提出するものとします。 
第 18 条 （会社からの解約） 

 会社は、第 44 条（利用の停止）の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が会社の指定す

る期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。 
2.会社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 14 条(承諾)の第 2 号、第 3 号のいずれか一つに該当

することが明らかになった場合、第 44 条（利用の停止）及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即

時解約できるものとします。 
3.第 23 条（サービスの廃止）第 1 項の規定により、特定のサービスが廃止された場合、当該廃止日にそ

の利用契約が解約されたものとします。 
4.会社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときに、その契約者に解約の旨を通知もしく

は催告しない場合があります。 
第 19 条 （権利の譲渡・貸与等の禁止） 

 本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡・貸与

したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。 
第３節  サービス 

第 20 条 （サービス） 

 ブログメールサービスとインターネットに関するものとします。 
第 21 条 （サービスの提供区域） 

 本サービスの提供区域は、日本国内とします。 
第 22 条 （商品の種類） 

 本サービスにおける商品の種類は個別資料で規定します。 
第 23 条 （本サービスの廃止） 

 会社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。 
2.会社は、本サ－ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 3 カ月前までに通知します。 
第４節  利用料金 

第 24 条 （本サービスの利用料金） 

 本サービスの利用料金は、個別規定に定めるとおりとします。 
第 25 条 （利用料金の支払義務） 

 契約者は、利用契約が成立した日から起算して契約期間の終了日までの期間について、個別規定に定め

る利用料金及びこれにかかる消費税相当額（以下単に「利用料金」といいます）の支払を要します。 
2.前項の期間において、第 40 条（保守等によるサービスの中止）に定める本サービスの提供の中止その他

の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中

の利用料金の支払を要します。 
第 26 条 （利用料金の支払方法） 



 契約者は、本サービスの利用料金を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。 
  （1）クレジットカードにより支払う方法で、この場合、会社が承認したクレジット会社の発行するク

レジットカードにより、クレジット会社の規約に基づき支払うものとします。ただし､会社の認める場合

を除き、契約者とカードの名義が同一であることを条件とします。 
  （2）利用料金を振り込むことにより支払う方法で、この場合、会社が指定した口座へ支払うものとし

ます。ただし、振込みに係る手数料は契約者が負担するものとします。 
  （3）預金口座振替により支払う方法で、この場合、契約者は会社の指定した代行業者に依頼し、契約

者の指定した口座より、預金口座振替によって支払うか、または郵便局自動払込によって支払うものとし

ます。ただし、事前に会社所定の預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に記入・押印の上、届け出て

いることを条件とします。 
  （4）立替代行業者に依頼し支払う方法で、会社の指定する立替代行業者と立替払契約を締結すること

により支払うものとします。 
  （5）その他会社が定める支払方法により支払うものとします。 
2.契約者と前項のクレジットカード会社その他代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発

生した場合、当該当事者間で解決するものとし、会社は一切の責任を負わないものとします。 
第 27 条 （解約に伴う料金等の清算方法） 

 個別規定に定める最低契約期間を経過せずに解約を行う場合は、解約予定日から契約期間終了日までの

期間は、契約者が利用したものとして、利用料金を精算するものとします。 
2.第 19 条（会社からの解約）第 1 項及び第 2 項により解約を行う場合も、前項の規定を適用するものと

します。 
3.会社は、利用契約の終了、利用資格の取消、会員資格の取消、その他理由の如何を問わず、第 29 条（サ

ービス廃止に伴う料金の清算方法）または第 45 条（損害賠償の制限）第 1 項の規定以外には既に支払わ

れた料金等を一切払い戻し致しません。 
第 28 条 （サービス廃止に伴う料金の清算方法） 

 サービスの廃止に伴う料金の精算については、第 45 条(損害賠償の制限)第 1 項の規定により、取り扱い

ます。 
第 29 条 （遅延利息） 

 契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約

者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5％の利率で計算した金額を延滞利息

として、本サービスの料金その他の債務と一括して、会社が指定する方法で指定した日までに支払うもの

とします。 
2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。 
第５節  契約者の義務等 

第 30 条 （ユーザＩＤ及びパスワード） 

 契約者は、ユーザＩＤを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。 
2.契約者は、ユーザＩＤに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することの

ないよう管理するものとします。 
第 31 条 （利用設備） 

 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任によりインターネット利用によるパ

ソコン、携帯電話等を利用可能な状態に置くものとします。 
第 32 条 （禁止事項） 

 契約者は、本サービスを利用して、違法行為を行なわないものとします。 
第６節  会社の義務等 

第 33 条 （会社の維持責任） 

 会社は、会社のブログメールサービス用設備は本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注

意をもって維持します。 
第 34 条 （ブログメールサービス用設備等の障害等） 

 会社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやか

に契約者にその旨を通知するものとします。 
2.会社は、会社の設置したブログメールサービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに

ブログメールサービス用設備を修理または復旧します。 
3.会社は、ブログメールサービス用設備等のうち、ブログメールサービス用設備に接続する会社が借り受

けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者

に修理または復旧を指示するものとします。 
4.会社は、ブログメールサービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部（修理または



復旧を含みます）を会社の指定する第三者に委託することができるものとします。 
第 35 条 （通信の秘密の保護） 

 会社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密は守秘義務を負います。 
2.会社は、刑事訴訟法第 218 条（令状による捜索）その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合

には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 
第 36 条 （個人情報等の保護） 

 会社は、契約者の個人情報であって前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報（あわせて以下

「個人情報等」といいます）を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた

場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。 
2.会社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要

な範囲を越えて利用しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。 
  （1）契約者に対し、会社または会社の業務提携先等の広告宣伝の為の電子メール等を送付する場合 
  （2）契約者から個人情報の利用に関する同意を求める為の電子メール等を送付する場合 
  （3）その他契約者の同意を得た場合 
3.会社は、刑事訴訟法第 218 条（令状による捜索）その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合

には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 
4.会社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限

を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると会社が判断するときは、第 2 項

にかかわらず、必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。 
5.会社は、利用契約の終了後または別途会社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものと

します。ただし、利用契約の終了後または会社が別途定める保存期間の経過後においても、法令の規定に

基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。 
第７節  利用の制限、中止及び停止 

第 37 条 （利用の制限） 

 会社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もし

くは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益の

ために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限し、または中止することが

あります。 
2.契約者または第三者により、会社のブログメールサービス用設備等に過大な負荷が生じる行為があった

場合、緊急避難または本サービスの提供を継続させることを目的として、本サービスの利用を制限するこ

とがあります。 
第 38 条 （保守等によるサービスの中止） 

 会社は、保守、設備障害など止むを得ない事由の場合、本サービスの提供を中止することがあります。 
2.会社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知しま

す。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 
第 39 条 （利用の停止） 

 会社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。 
  （1）支払期日を経過しても本サービスの利用料金等、本約款に基づく債務を支払わない場合 
  （2）本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用

が解約その他の理由により認められなくなった場合 
  （3）本サービスの利用が第 35 条（禁止事項）の各号のいずれかに該当した場合 
  （4）登録してある連絡先に郵送した書類等が、宛先不明等の理由で返送されてきた場合 
  （5）申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合 
  （6）前各号のほか本約款もしくは法令に違反した場合 
2.会社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知

します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 
第８節  損害賠償等 

第 40 条 （損害賠償の制限） 

 天災地変等会社の責に帰さない事由により生じた損害、会社の予見の有無を問わず特別の事情から生じ

た損害、ブログメールサービス用設備等による損害が起因して契約者が利用不能となった場合。 
第 41 条 （免責） 

 会社は、本約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、

債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。 
2.会社は、理由の如何にかかわらず、契約者がブログメールサービス用設備のファイルに書き込んだ情報

が削除されたことに起因して当該契約者に損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。 


